
NIPPON防災資産

○内閣府、国土交通省では、地域で発生した災

害の状況を分かりやすく伝える施設や災害の

教訓を伝承する活動などを「NIPPON防災資

産」として認定する制度を新たに創設。［内閣

府特命担当大臣（防災担当）、国土交通大臣が認定］

「NIPPON防災資産」認定授与式が開催されました

○９月５日（木）に、名古屋市役所にて「NIPPON防災資産」認定授与式が開催されました。

○土岐川・庄内川流域治水協議会が運営する「土岐川・庄内川流域治水ポータルサイト」が認定されたことから、

協議会を代表して名古屋市長へ認定証が授与されました。

○制度の設立年度となる本年は、全国で「優良認定」が11件、「認定」が11件認められました。

左から、佐藤中部地方整備局長、河村名古屋市長、奥中庄内川河川事務所長

【主催者コメント】「防災遺産ではなく資産としたことに意味が

あり、資産としての価値を高めていくことが重要」

【今後の活動方針】「認定いただき“ありがとう”ではなく、より

気を引き締めていかないといけないと感じた。防災意識を高める

ため、このポータルサイトを多くの方に見て頂けるようにしたい。

土岐川・庄内川流域治水ポータルサイト
土岐川・庄内川流域治水協議会の取り組みのほか、子どもが防災や流域治水について学ぶための教材、
教員用の学習指導計画やワークシートを提供。楽しみながら流域治水について学べるサイトである点が評価されました。

土岐川・庄内川流域治水協議会
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